
詳しくは青森県庁ＨＰ「縄文“体感”世界遺産講座」を御覧ください!!

　青森県では2021年に世界遺産登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」の価値や魅力を次の世代に引き
継ぐため、児童・生徒や一般県民を対象とした「縄文“体感”世界遺産講座」を開催する予定です。2009年
から実施し、これまで延べ186団体、13,000人以上が受講しています。

１　講座の内容
　世界遺産の制度や世界遺産「北海道・北東北の縄文遺跡群」の価値や魅力、縄文時代と県内の縄文遺跡な
どのスライド映像資料による解説に加え、三内丸山遺跡から出土した実物の縄文土器や石器・土偶等に実際
に触れる体験等をあわせて、考古学等の専門家または専門職員等がわかりやすく説明します。

２　対象団体（次に掲げる県内の団体等）
　◦学校教育関係（県内学校、大学、各教育研究会等）
　◦社会教育団体（ＰＴＡ、子ども会、青年団、学友会等）
　◦その他一般県民を対象として活動を行う団体（地域の集会、企業、サークル等を含む）

　　　※ただし、営利を目的とする会合・団体、宗教的、又は特定の主義主張の浸透を図る会合・団体、受講
者を一般に募集する講座等の主催団体の事前申込、企業の責任で実施すべき社員研修、その他職員の
派遣に適さないと認めた会合・団体等は除きます。

３　開催時期
　令和7（2025）年４月から令和8（2026）年３月まで（年10回・10団体程度とします。）

４　開催場所
　学校、公民館等、三内丸山遺跡センター（三内丸山遺跡の見学と合わせた実施も可能です。）

５　所要時間
　１時間程度（授業時間等、団体側からのご要望に応じます。）

６　経費負担
　職員の派遣費用等は無料ですが、実施会場等の費用等（会場・機材使用料等）は、団体側の負担とします。

７　講座申込み及び開催決定について 
　別紙の申込書で、開催希望日の１か月前までに電子メール、ＦＡＸのいずれかによりお申し込みくださ
い。希望日時は第３希望まで複数記載してください。後日、開催の可否を通知いたします。

８　申込の開始期日について
　令和７（2025）年2月24日（月曜日）から受付を開始します。なお、新年度予算の成立を前提とした年度開
始前の募集のため、希望どおりに実施できない場合があります。

９　その他
（１）各団体の講座の様子について後日青森県庁HPに掲載します。
（２）マスコミによる取材等が行われる場合があります。
（３）青森市及び弘前市、八戸市、つがる市、七戸町内にある団体については、各自治体が開催する下記の講

座としても実施しています。各自治体に直接お申し込みください。　
　　◦青森市　　　　　　　「あおもり出前講座『北海道・北東北の縄文遺跡群』など」
　　◦弘前市教育委員会　　「出前講座『北海道・北東北の縄文遺跡群』」
　　◦八戸市教育委員会　　「出前講座『世界遺産へＧＯ！是川遺跡から学ぶＪＯＭＯＮ』」
　　◦つがる市教育委員会　「出前講座『つがる市の縄文遺跡と世界遺産』」
　　◦七戸町教育委員会　　「出前講座『二ツ森貝塚と世界遺産』」
（４）令和６年度までの実施状況を掲載しておりますので、下記ＨＰを参考にしてください。

　　https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-sjcc/Jomonkouza.html

【申込み・問い合わせ先】
〒038-0031　青森市三内字丸山305 三内丸山遺跡センター世界文化遺産課
TEL：017－782－9463　　FAX：017－781－6103　　電子メール：jomon@pref.aomori.lg.jp

令和７年度「縄文“体感”世界遺産講座」
受講団体を募集します


